
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＡみちのく安達管内では、昨年５月にＪＡ

本店内部に安達地域農業振興センターを立ち

上げ、半年が過ぎました。 
当センターは、ＪＡみちのく安達農業振興課

が事務局を務め、構成員の管内２市１村・安

達農業普及所・ＪＡの担当者が毎週火曜日に

当センターに集まり各種事業の推進について

協議を行っています。主な協議内容は、設立

当初に地域水田農業活性化緊急対策が始まっ

ていたことから、主として米の生産調整関連

で、その実施状況や水田経営所得安定対策、

集荷円滑化対策など、これまで個々の市町村

とＪＡがそれぞれ行っていた業務が中心とな

りました。 
特に、生産調整の取組みでは稲ＷＣＳ、加工

米、飼料用米や地域間調整等があげられ、稲

ＷＣＳの取組みでは二本松市で昨年までに比

べ２．４倍の１２ヘクタールと飛躍的に拡大

したほか、加工米は本宮市の１９．９ヘクタ

ールを最大に管内で２６．７ヘクタール、飼

料用米についても４．１ヘクタールの成果を

あげることができ

ました。 
また、地域水田農

業活性化緊急対策

では１２４名で３８．４ヘクタールの加入や

でも前年比１．６倍の２２５名加入等の成果

があげられました。 
この他、免税軽油の説明会もスムースに開催

することができたことなど、振興センター会

議を毎週開催することにより短時間で調整し

結果を出すことができ、その成果は大きいも

のがあります。 
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大玉村地域水田農業推進協議会事務局会議 
（大玉村農政課・安達普及所・農業共済組合・

ＪＡみちのく安達の各担当者） 
 
（表）平成２０年度あだち地域農業振興セン

ター水田生産調整の主な取組み面積 
 

生産調整品目 平成１９年度 平成２０年度 

稲ＷＣＳ 0.0 12.0 

飼料米 0.0 4.2 

加工米 9.3 27.0 

アスパラガス 5.0 6.2 
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１．福島県における集落営農推進の取り組み 
 本県では、担い手等の経営安定を図るため、平成１７年

度から集落営農の推進に取り組み、平成１９年７月には、

平成２２年度までの推進方針として、「「ふくしま型集落

営農」の推進について」を策定し、市町村やＪＡ等と連携

を強化し、一体的な推進活動を展開しており、これまでに

県内の４２７集落（平成２０年９月末現在）において集落

営農が取り組まれています。 
２．これまでの推進活動の成果 

(1)集落での自発的取り組みが加速した事例 
会津や浜通り地方では、担い手組織の法人化等の組織強化

が進んでおり、水田経営所得安定対策への加入も増加しま

した。また、南会津地域など中山間地域を中心に、集落ぐ

るみ型による直売活動の開始や既存組織の連携強化が図

られるなど、地域の活性化につながる取り組みが見られま

した。 
(2)直播・特別栽培米・大豆の作付け拡大、園芸作物の導

入事例 
県南地域では、水稲直播や飼料稲が拡大し、会津地域では

ソバから大豆へ転換が進み、相双地域では特別栽培米の取

り組みへの関心がより一層高まりました。安達地域ではリ

ンドウが、いわき地域では、ブロッコリーが新規作物とし

て導入されました。また、各地域の多くの集落営農実践集

落で、アスパラガスやサトイモが導入されました。 
(3)地域の市町村、ＪＡ等の自主的活動が強化された事例 
県内全域（檜枝岐村を除く）に地域担い手育成総合支援

協議会（５２組織（平成２０年７月末現在））が設立さ

れ、関係機関・団体等が連携して、担い手等の経営安定

に向けた活動支援が展開されています。また、安達、会

津坂下、双葉地域では、農用地利用改善団体同士の連携 
強化を図るため、農用地利用改善団体連絡協議会が設立 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

されました 
３．今後の推進方策 
今後は、これまでの集落営農推進活動の中で得られた

問題点を早急に解決し、厳しい農業情勢の中でさらに担

い手等の経営安定を目指すため、市町村・ＪＡ等との連

携をより一層強化し、以下の方策を重点に集落営農を推

進します。 

(1)集落の合意形成組織である「農用地利用改善団体」の

自主的な活動を支援します。 

 ・「集落営農ビジョン」実現に向けたアクションプラ

ンの作成を支援します。 

 ・団地化、ブロックローテーションによる作付けを提

案します。 

(2)担い手の経営発展を支援します。 

 ・特定農業団体やそれに準じる組織に対して、集落リ

ーダーや担い手の経営能力の向上を図りつつ、具体的な

法人化計画の策定及び計画の実現に向けた活動を支援し

ます。 

 ・受託組織の将来の方向性を整理し、共同販売・共同

経理に対する理解深化を図り、集落営農組織として水田

経営所得安定対策に加入できるよう組織再編を支援しま

す。 

 ・地域水田農業ビジョン等の担い手に対し、認定農業

者への誘導を図り、メリット措置が十分享受できるよう

支援します。 

（参考）担い手組織及び農用地利用改善団体設立状況 

ア 特定農業法人数     18法人(2) 

イ 特定農業団体数     41団体(0) 
ウ 農用地利用改善団体数 327団体(34) 
※20年9月末現在確定値、 ( )は20年3月末からの増

加数  
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